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第２編 南海トラフ地震防災対策推進計画編 

第1章 計画の趣旨 

第1節   推進計画の目的 

この計画は、南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法（平成 14 年

法律第 92 号）第 5 条第 2 項の規定に基づき、南海トラフ地震防災対策推進地域について、

南海トラフ地震に伴い発生する津波からの防護、円滑な避難の確保及び迅速な救助に関する

事項、南海トラフ地震に関し地震防災上緊急に整備すべき施設等の整備に関する事項等を定

め、当該地域における地震防災対策の推進を図ることを目的とする。 

なお計画の策定に当たり、南海トラフ地震防災対策推進計画作成例及び県地域防災計画

（平成 26 年 3 月）の津波災害対策編を参考とした。 
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第 2節   南海トラフ地震の被害想定 

1. 地震の特徴 

静岡県の駿河湾から日向灘まで延びる南海トラフと呼ばれる海溝では、歴史上たびたび東

南海・南海地震（マグニチュード 8 クラス）や日向灘地震（マグニチュード 7 クラス）など

が発生している。国は、「東北地方太平洋沖地震」を踏まえ、南海トラフで科学的に考えら

れる最大クラスの地震として、南海トラフ内全体でマグニチュード 9 クラスの地震が発生し

た場合の震度分布や津波高、各種被害を想定し、公表した。県は、この国の想定を踏まえな

がら、県内の現況を可能な限り反映させ、地震・津波に関するより詳細な予測を行うととも

に、それらに起因する各種被害の想定を行った。 

 

1.1 強震断層モデル 

内閣府の「南海トラフ巨大地震モデル検討会」公表(2012 年 8 月)の 4 ケースのうち、宮

崎県に大きな影響を及ぼす「陸側ケース」を選定した。また、日向灘を中心に発生した断層

破壊が周辺の領域に影響して広がる、宮崎県独自の断層モデルとして、県南部沖に強震動生

成域を新たに配置したモデルを選定した。 

 

資料編【2.1.2.1】 県南部沖に強震動生成域を新たに配置したモデル 

 

1.2 津波断層モデル 

内閣府の「南海トラフ巨大地震モデル検討会」公表(2012 年 8 月)の 11 ケースのうち、宮

崎県沿岸に大きな影響を及ぼす「ケース④」「ケース⑪」を選定した。また、日向灘を中心

に発生した断層破壊が周辺の領域に影響して広がる、宮崎県独自の断層モデルを想定した。 

 

資料編【2.1.2.2】 津波断層モデル 

 

2. 被害想定の概要 

2.1 地震動について 

宮崎県内に最大クラスの揺れをもたらすと想定される強震断層モデルとして、内閣府の

「南海トラフの巨大地震モデル検討会」公表(2012 年 8 月)の 4 ケースのうち、宮崎県に大

きな影響を及ぼす「陸側ケース」を選定した。また、日向灘を中心に発生した断層破壊が周

辺の領域に影響して広がる、宮崎県独自の断層モデルとして、県南部沖に強震動生成域を新

たに配置したモデルを想定した。 

以上の 2 つのモデルによる地震動の想定結果を重ね合わせて、最大クラスの地震動を想定

した。予測される震度分布は、以下のとおり。 

 

資料編【2.1.2.3】予想される震度分布 

 

2.2 津波浸水について 

宮崎県沿岸に最大クラスの津波をもたらすと想定される津波断層モデルとして、内閣府の
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「南海トラフの巨大地震モデル検討会」公表(2012 年 8 月)の 11 ケースのうち、宮崎県沿岸

に大きな影響を及ぼす「ケース④」「ケース⑪」を選定した。また、日向灘を中心に発生し

た断層破壊が周辺の領域に影響して広がる、宮崎県独自の断層モデルを想定した。 

以上の 3 つのモデルによる津波の想定結果を重ね合わせて、最大クラスの津波を想定した。

予測される津波浸水想定は、以下のとおり。 

これによると、最大規模の地震・津波における津波浸水想定によると、町の津波高は 12

メートル、最短 16 分で津波が到達するとしている。 

 

資料編【2.1.2.4】 津波の想定結果 

 

2.3 被害想定について 

県内に影響の大きい次の 2 つのケースについて、各種想定を行った。 

ア 想定ケース① 

内閣府（2012 年）が設定した強震断層モデル（陸側ケース）及び津波断層モデ

ル（ケース⑪）を用いて、本県独自に再解析した地震動及び津波浸水の想定結果

に基づくケース。 

イ 想定ケース② 

県独自に設定した強震断層モデル及び津波断層モデルによる地震動及び津波浸

水の想定結果に基づくケース。 

 

資料編【2.1.2.5】 最大震度及び最大津波高 

資料編【2.1.2.6】 被害想定 

 

(1) 建物被害 

津波による建物被害は、想定ケース②の場合、町で全壊約 2,000 棟、半壊約 1,000 棟で

ある。県内全域では、全壊約 19,000 棟、半壊約 19,000 棟と想定されている。 

 

資料編【2.1.2.7】 想定ケース①②冬 18 時（建物被害） 

 

(2) 人的被害（死傷者数） 

建物倒壊による人的被害は、想定ケース②の冬深夜の場合、町では津波による死者約

2,800 人、負傷者 450 人、県内全域で死者約 24,000 人、負傷者 5,000 人と想定されてい

る。 

 

資料編【2.1.2.8】 想定ケース①②（人的被害 死傷者数） 

 

(3) 人的被害（要救助者数） 

津波による要救助者は、想定ケース②の冬深夜の場合、町では約 250 人、県内全域で

11,000 人と想定されている。 
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資料編【2.1.2.9】 想定ケース①②（人的被害 要救助者数） 

 

(4) ライフライン被害（上水道） 

断水率は想定ケース②の場合、被害直後の町では給水人口約 18,000 人、断水人口は約

18,000 人で断水率はほぼ 100 パーセント、県内全域で給水人口約 1,094,000 人、断水人

口 1,058,000 人、断水率は 97 パーセントとなり、被災 1 ヶ月後で町では断水人口は約

8,100 人で断水率は 44 パーセント、県内全域で断水人口 240,000 人、断水率は 22 パーセ

ントと想定されている。 

 

資料編【2.1.2.10】想定ケース①②（ライフライン被害 上水道） 

 

 

(5) ライフライン被害（電力） 

機能支障率は想定ケース②の場合、被害直後の町では電灯軒数約 8,700 軒、停電軒数は

約 8,500 軒で停電率は 97 パーセント、県内全域で電灯軒数約 590,000 軒、停電軒数約

541,000 軒、機能支障率は 92 パーセントとなり、被災 1 ヶ月後で町では停電軒数は約

3000 軒で停電率は 35 パーセント、県内全域で停電軒数 43,000 軒、停電率は 7 パーセン

トと想定されている。 

 

資料編【2.1.2.11】想定ケース①②（ライフライン被害 電力） 

 

(6) ライフライン被害（通信） 

① 固定電話 

不通回線率は想定ケース②の場合、被害直後の町では回線数約 5,100 回線、不通

回線数は約 5,000 回線で不通回線率は 98 パーセント、県内全域で回線数約

372,000 回線、不通回線数約 343,000 回線、不通回線率は 92 パーセントとなり、

被災 1 ヶ月後で町では不通回線数は約 1,700 回線で不通回線率は 33 パーセント、

県内全域で不通回線数 18,000 回線、不通回線率は 5 パーセントと想定されている。 

② 携帯電話 

不通ランクは想定ケース②の場合、被害直後の町では停波基地局率 14 パーセン

トで不通ランクは A、県内全域で停波基地局率は 13 パーセントで不通ランクは A

となり、被災 1 週間後で町では停波基地局率 49 パーセントで不通ランクは A、県

内全域で停波基地局率は 21 パーセントで不通ランク外と想定されている。 

 

資料編【2.1.2.12】想定ケース①②（ライフライン被害 通信） 

 

 

(7) 交通施設被害 

道路の津波浸水被害（箇所）は想定ケース①の場合、町では約 40 箇所、県内全域で数

約 320 箇所と想定されている。 
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漁港の被害は想定ケース①の場合、門川漁港で岸壁の被害として 6 箇所、その他係留施

設の被害として 10 箇所が想定されている。 

 

資料編【2.1.2.13】 想定ケース①②（交通施設被害） 

 

(8) 生活への影響（避難者） 

避難者の数は想定ケース①の場合、被災 1 日後の町では避難者数約 11,000 人でそのう

ち、避難所に約 7,400 人、避難所外に約 3,800 人、県内全域では避難者数約 333,000 人で

その内避難所に約 211,000 人、避難所外に約 122,000 人と想定されている、被災 1 ヶ月

後で町では避難者数約 11,000 人のうち、避難所に約 3,300 人、避難所外に約 7,600 人、

県内全域では避難者数約 383,000 人でその内避難所に約 115,000 人、避難所外に約

268,000 人と想定されている。 

 

資料編【2.1.2.14】 想定ケース①②（生活への影響 避難者） 

 

(9) 生活への影響（帰宅困難者） 

帰宅困難者の数は想定ケース①②共に、町では就業者・通学者数が約 5,900 人で帰宅困

難者が約 650 人、県内全域では就業者・通学者数が約 479,000 人で帰宅困難者が約

45,000 人と想定されている。 

 

資料編【2.1.2.15】想定ケース①②（生活への影響 帰宅困難者） 

 

(10) 生活への影響（物資需要量） 

必要とする物資の需要量は想定ケース①の場合、被災 1 日後の町では食糧約 26,000 食、

飲料水約 54,000 リットル、毛布 16,000 枚、県内全域では食糧約 760,000 食、飲料水約

2,783,000 リットル、毛布 371,000 枚と想定されている。被災 1 ヶ月後の町では食糧約

12,000 食、飲料水約 34,000 リットル、毛布 7,500 枚、県内全域では食糧約 414,000 食、

飲料水約 748,000 リットル、毛布 177,000 枚と想定されている。 

 

資料編【2.1.2.16】想定ケース①②（生活への影響 物資需要量） 

 

 

(11) 生活への影響（医療機能） 

医療需要は想定ケース①の場合、町では要入院約 840 人、要外来約 410 人、県内全域

では要入院約 20,000 人、要外来約 12,000 人と想定されている。 

 

資料編【2.1.2.17】想定ケース①②（生活への影響 医療機能） 
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(12) 災害廃棄物等 

災害廃棄物等は想定ケース①の場合、町では災害廃棄物が約 40 トン、津波堆積物が約

20～40 トンと想定されている。県内全域では災害廃棄物が約 750 トン津波堆積物が約

390～830 トンと想定されている。 

 

資料編【2.1.2.18】想定ケース①②（産業廃棄物等） 

 

(13) その他の被害（要配慮者） 

要配慮者の避難者の数は想定ケース①の場合、被災 1 日後の町では避難者数約 2400 人

でその内、避難所に約 1600 人、避難所外に約 830 人、県内全域では避難者数約 73,000

人でその内避難所に約 47,000 人、避難所外に約 27,000 人となり、被災 1 ヶ月後で町では

約 2400 人でその内、避難所に約 720 人、避難所外に約 1700 人、県内全域では避難者数

約 84,000 人でその内避難所に約 25,000 人、避難所外に約 59,000 人と想定されている。 

 

資料編【2.1.2.19】 想定ケース①②（その他の被害 要配慮者） 

 

(14) その他の被害（要配慮者の内訳） 

要配慮者の内訳は想定ケース①の場合、町では 65 歳以上の単身高齢者約 380 人、身体

障害者約 510 人、県内全域では 65 歳以上の単身高齢者約 12,000 人、身体障害者約

13,000 人と想定されている。 

 

資料編【2.1.2.20】 想定ケース①②（その他の被害 要配慮者 1 週間後の避難所避難者に

占める） 

 

(15) その他の被害（孤立集落） 

孤立集落は想定ケース①の場合、町では農業集落 1 箇所、総数 2 箇所、県内全域では農

業集落 34 箇所、総数 575 箇所と想定されている。 

 

資料編【2.1.2.21】 想定ケース①②（その他の被害 孤立集落） 

 

(16) 経済被害（資産等の被害） 

建物被害額は想定ケース②の場合、県内全域で 3.4 兆円と想定されている。 

 

資料編【2.1.2.22】 想定ケース①②（経済被害 資産等の被害） 

 

(17) 経済被害（生産・サービス低下による影響） 

農林水産業に対する影響は想定ケース①の場合、県内全域で 1.6 兆円と想定されている。 

 

資料編【2.1.2.23】 想定ケース①②（経済被害 生産・サービス低下による影響） 
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(18) 経済被害（交通寸断による影響） 

交通寸断による道路の人流の影響は、想定ケース①の復旧完了までに 1 ヶ月の場合、県

内全域で 1.1（百億円）と想定されている。 

 

資料編【2.1.2.24】想定ケース①②（経済被害 交通寸断による影響） 
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第3節   津波避難対策緊急事業計画の基本となるべき事項 

県が公表した最大規模の地震・津波における津波浸水想定によると、町の津波高は１２メ

ートル、最短 16 分で津波が到達すると想定されており、5 メートル以上の津波被害が発生

するおそれのあるとされる地区は次のとおり。 

 

1. 南町地区 

当区域の海抜は 3.5 メートル～10.0 メートルである。避難場所は、クリエイティブセンタ

ー屋上、日向病院３階以上のフロアー、南町１区の潤島神社周辺の山や南町２区の梶木山、

更に南ケ丘公民館付近である。 

 

2. 上町・本町・中須地区 

当区域の海抜は 2.9 メートル～8.9 メートルである。避難場所は、役場屋上、門川小学校

屋上、平城ふれあい広場、愛宕山、中央公民館等である。 

 

3. 尾末８地区 

当区域の海抜は 1.7 メートル～10.0 メートルである。避難場所は、中央公民館、西ノ山高

台、上ノ山高台、門川小学校屋上等である。 

 

4. 加草地区 

加草１区が 3.4 メートル～5.4 メートルで避難場所は永願寺周辺の山手。加草２区が 2.2

メートル～3.8 メートルで、避難場所はじんじん山や加草地蔵尊及び加草愛宕山。加草３区

が 2.2 メートル～4.8 メートルで、避難場所は草川小学校屋上や須賀崎配水地、加草地蔵尊。

加草４区が 1.9 メートル～3.6 メートルで避難場所は須賀崎配水地、草川小学校屋上。加草

５区が 2.0 メートル～4.3 メートルで、避難場所は草川小学校屋上、庵川近隣公園等である。 

 

5. 須賀崎地区 

当区域の海抜は 1.6 メートル～.4.1 メートルで、避難場所は須賀崎配水地、庵川西近隣公

園等である。 

 

6. 庵川西地区 

当区域の海抜は 1.9 メートル～5.8 メートルで、避難場所は庵川西近隣公園、心の杜、総

合福祉センター及び自宅周辺の裏山である。 

 

7. 庵川東地区 

当区域の海抜は 2.1 メートル～3.5 メートルで、避難場所は総合福祉センター、法蔵寺、

及び自宅周辺裏山等である。 
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第4節   実施事業の種類と達成期間 

町津波避難の対象施設等地域ごとに実施すべき事業の種類について、その目標と達成期間

は次のとおりとする。 

 

(1) 学校給食共同調理場の高台移設（平成 27～37 年度）…教育総務課 

高台に避難所や備蓄倉庫を兼ねた施設の設置する。 

 

(2) 町道加草～中村線の整備（平成 27～37 年度）…建設課 

低宅地が多い加草地区と、山林や高台が多い中村地区を鉄道が遮断しているため、

全幅 18 メートルの高架道路を設置して、避難幹線道路を完成させる。 

 

(3) 中央公民館の耐震工事及び対策本部仕様改築、備蓄倉庫の整備、自家発電機の設置

（平成 27 年度完了）…社会教育課 

 

(4) 文化会館避難所整備（平成 27～37 年度）…社会教育課 

屋上避難階段、屋上手摺、夜間照明、屋根等の設置を行い、高台に避難することが

できない利用者の避難場所の確保を行う。 

 

(5) 庵川東町営団地避難場所整備（平成 27～37 年度）…建設課 

庵川東町営団地建て替え（4Ｆ）に合わせて、1～2Ｆの高齢者、障害者フロアーか

ら屋上への避難エレベーターを併設し、併せて屋上を避難場所として整備する。 

 

(6) 各避難所への誘導標識を 50 か所程度増設（平成 27～37 年度）…総務課 

 

(7) 消防機庫整備（平成 28～38 年度）…総務課 

津波浸水区域内にある消防機庫が地震や津波による全壊を免れ、事後の災害応急対

策の拠点となるべく整備を行う。 

 

(8) 防災活動拠点整備（平成 28～38 年度）…総務課 

大規模災害発災時に、支援部隊等の駐留拠点及び支援物資の物流拠点となる防災ス

テーション等の整備を行う。 

 

(9) 新庁舎を整備する（平成 29～32年度）…新庁舎建設室 

    平成 23年の東日本大震災や同 28年の熊本地震では、多くの市町村庁舎が壊滅的な

被害を受け、その後の復旧・復興活動に大きな支障が出ている現状があります。その

ため、建設後約 50年を経過した門川町役場庁舎を新たな防災拠点施設として整備す

る。 
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第2章 地震津波に関する備え 

第1節 地震防災上緊急に整備すべき施設等の整備計画 

計画作成に当たっては、具体的な目標及びその達成期間を定めるものとし、具体的な事業

施行等に当たっては、施設全体が未完成であっても、一部の完成により相応の効果が発揮さ

れるよう整備の順序及び方法について考慮するものとする。 

(1) 建築物、構造物等の耐震化・不燃化・耐浪化 

(2) 避難場所の整備 

(3) 避難経路の整備 

(4) 土砂災害防止施設 

(5) 津波防護施設 

(6) 避難誘導及び救助活動のための拠点施設その他の消防用施設 

消防団による避難誘導のための拠点施設、緊急消防援助隊による救助活動のための

拠点施設、平成 25年総務省告示第 489号に定める消防用施設 

(7) 緊急輸送を確保するために必要な道路、港湾又は漁港の整備 

(8) 通信施設の整備 

① 町防災行政無線 

② その他の防災機関等の無線 

(9) 緩衝地帯として設置する緑地、広場、その他公共空地の整備 

石油コンビナート等特別防災区域に係る町、県及び特定事業所は、緩衝地帯として

の緑地、広場その他の公共空地の整備を行うものとする。 

 

1. 都市防災構造の強化(避難路の整備等） 

1.1 基本方針 

宮崎県地震・津波被害想定調査においては、人口の集中した都市部の被害が大きくなって 

おり、津波による被害を最小限にするためには、津波に強いまちづくりを進めることが重要

である。 

今後、津波防護施設の整備や住民避難などハード・ソフトの施策を組み合わせた「多重防 

御」による推進を規定した「津波防災地域づくりに関する法律」等の活用も検討しながら、 

将来にわたって安心して暮らすことのできる津波災害に強い地域づくりについて、住民との

連携を図りながら、長期的課題として検討する。 

 

1.2 防災都市づくり計画の策定 

町は、地震・津波に強い都市づくりを計画的に推進するため、防災都市づくりの計画を策

定するよう努める。 

また、津波被害を受ける可能性のある地域について、津波防災性の高い交通基盤施設やヘ

リポート、防災拠点及び情報基盤の整備等により地域の孤立防止対策の推進に努めるものと

する。 
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1.3 防災空間の確保 

町は、地震・津波に強い都市づくりを進めるために不可欠である防災空間を確保するため、

これらを形成する道路、公園、河川等の根幹的な公共施設の整備を推進する。 

防災空間の確保については、「共通対策編 第 2 章 第 1 節 3. 3.2 防災空間の確保」

によるものとする。 

 

1.4 都市の再開発等の推進 

都市の再開発等の推進については、下記の事項とともに「共通対策編 第 2 章 第 1 節 

3. 3.3 都市の再開発等の推進」に基づき実施する。 

(1) 河川施設の整備 

河川管理者は、堤防等の高さなどの情報を住民に周知し、避難活動の支援を行うとと

もに、避難路、避難地、緊急用河川敷道路並びに防災活動拠点、緊急消火用水の供給

地等として利用することも考慮して河川整備を進めることとする。 

(2) 海岸施設の整備 

海岸管理者は、堤防等の高さなどの情報を住民に周知し、避難活動の支援を行う。 

(3) 都市公園施設の整備 

都市公園管理者は、都市公園の整備に当たっては、避難地、防災資機材等の備蓄の場

等としての機能を備えるとともに、災害対策活動の拠点ともなるよう整備を行い、地

域防災空間の機能をあわせ持つものとする。 

 

1.5 緊急避難場所、避難路の確保 

緊急避難場所等の確保について、下記の事項とともに「共通対策編 第2章 第1節 3. 

3.4 緊急避難場所の確保等」によるものとする。 

(1) 指定緊急避難場所の確保 

町は、津波から住民の生命を保護するため、様々な形態の避難場所を確保する。 

① 津波避難ビル 

「津波避難ビル等に係るガイドライン（平成 17年 6月）」に基づき、行政や民間

が管理するビルについて、施設管理者と協議により津波避難ビルとしての指定を行

う。 

② 高台 

高台については、昇降道（階段）や照明灯及び整地や防護柵等の設置等を行い、

避難場所としての整備を行う。 

③ 複合型の津波避難施設 

高台がなく、避難場所の確保が困難な地域は、平常時は公民館や歩道橋等として

利用でき、災害発生時には避難場所として利用できる等の複合型の津波避難施設の

整備を行う。 

(2) 避難路の確保 

町は、地震の揺れによる段差の発生、避難行動に伴う車両の増加、停電時における信

号滅灯等による交通渋滞又は事故を考慮し、高台に向かう道路の整備等、地域の実態

に応じた避難路を確保する。 
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1.6 町役場庁舎及び代替施設 

① 町役場庁舎の整備 

町は、平成 29 年度より新たな庁舎建設を行うべく事業を開始した。 

② 代替施設の検討 

町は、津波で被災した場合に町役場庁舎に代わる施設をあらかじめ検討する。ま

た、代替施設においても迅速な対応ができるよう、通信設備の設置及び非常用発電

機等の燃料確保について検討する。 

 

1.7 重要施設の立地誘導 

町は、町有施設、要配慮者に関わる施設等について、浸水の危険性の低い場所に立地する

よう誘導及び整備を図る。 

 

2. 海岸・河川施設の整備と管理（県防計画） 

2.1 基本方針 

津波被害を受ける可能性のある地域について、海岸線の状況及び沿岸部の土地利用状況を

考慮して、防潮堤防・防潮護岸等の海岸保全施設の整備をはじめ、海難船舶、漂流物による

航行船舶二次災害の防止などを推進するとともに、あらかじめ震災に備えた点検要領を定め

ておくものとする。 

施設の整備については発生頻度の高い津波を想定して設計対象とするが、発生頻度は極め

て低いものの、発生すれば甚大な被害をもたらす最大クラスに対しても施設の効果が発揮で

きるようにする。 

また、水門、陸閘等の施設は、町、県、並びに操作・点検等を受託した団体等が連携して

それぞれの役割に応じて維持管理を行い有事の際には操作者の安全確保が図られた上で 

適切な措置（水門等開閉操作等）が講じられるようあらかじめ体制を整えておくものとする。 

 

2.2 海岸保全施設 

(1) 施設点検、耐震性の確保 

海岸保全施設の地震に対する安全性を確保するため、点検要領等により計画的に点検

を実施し、その結果に基づき設計指針等により緊急性の高い箇所から計画的・重点的

な耐震性確保に努める。 

(2) 災害危険箇所の調査、整備 

① 地震に起因する堤防の沈下により生じる被害を防止するため、海岸堤防等の耐震

性の向上を推進する。 

② 災害危険箇所を定期的点検を実施し、危険箇所整備計画を策定するとともに、計

画的な整備に努める。 

 

2.3 河川施設 

(1) 施設点検、耐震性の強化 

国が示す耐震点検要領等に基づき河川管理施設の耐震点検を実施し、被害の程度及び
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市街地の浸水による二次災害の危険度を考慮した耐震補強に努めるとともに内水排除

用ポンプ車等の確保についても検討する。 

また、排水機場・閘門・水門等の河川構造物についても検討を行い耐震補強に努める。 

(2) 水門、樋門、排水機場等の河川管理施設及び許可工作物における管理体制整備 

災害時に一貫した管理がとれるよう操作マニュアルの作成、関係機関との連絡体制の

確立など管理体制の整備、徹底を図る。 

(3) 防災体制等の整備 

河川、ダム情報等のテレメーターシステムを整備し、地震発生時における的確な情報

収集と迅速な対応ができるような体制整備を行うとともに、地震発生後に予想される

河川区域使用の要請について基本的な対応方針を定めておく。 

 

3. 道路等交通関係施設の整備と管理 

3.1 基本方針 

宮崎県地震・津波被害想定調査地震被害想定調査においては、道路等の公共施設の被害が

想定されている。 

道路等交通関係施設の設備と管理については、下記の事項とともに「共通対策編 第2章 

第1節 7. 道路等交通関係施設の設備と管理」に基づき実施する。 

 

3.2 道路施設等 

 町は、避難対象地域から住民等が迅速に避難行動が実施できるよう支援するため、避難誘

導の標識整備に努める。 

 

3.3 港湾、漁港施設 

(1) 港湾 

① 想定される津波高さの把握及び港湾利用者等への情報提供 

② 港湾施設に対する安全性の確認及び津波対策施設の整備推進 

③ 貯蔵危険物の流出防止対策など危険物取扱施設の安全確保 

④ 港湾区域における非常時航路の確保及び沈船、漂着物等の除去対策 

⑤ 緊急輸送路の確保と利用可能施設による災害支援体制の確立 

(2) 漁港 

① 想定される津波高さの把握及び漁港利用者等への情報提供 

② 漁港施設に対する安全性の確認及び津波対策施設の整備推進 

③ 油類等危険物の流出防止対策 

④ 沈船、漂流物等の除去対策 

⑤ 主要漁港の補完として、門川漁港及び庵川漁港における緊急輸送路の確保と災害

復旧・復興支援体制の確立 
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第2節 迅速かつ円滑な災害応急対策への備え 

1. 情報の収集・連絡体制の整備 

1.1 津波監視体制の整備 

町は、震度４以上の地震を感じたとき又は弱い地震であっても長い時間ゆっくりとした揺

れを感じたときは、テレビ・ラジオ等放送機関を通じ発表される津波に関する情報を入手し、

津波による浸水が発生すると判断した場合は、速やかに海浜にある者、海岸付近の住民等に

避難のための立ち退きを指示し、生命、身体の安全を図るものとする。また、あらかじめ定

めておく監視場所、監視担当者により安全性を確保して津波監視を行うものとする。 

 

【2.2.2.1】 津波監視場所 

監視場所 監視者 監視情報 

門川町役場屋上 
消防団員・消防職員 海面変化 

遠見山中継所 

 

(1) 海上からの監視 

航行中の船舶及び出漁中の船舶等にあっては、異常な海象等を発見した場合には速や

かに無線等で海岸局へ通報するのもとする。 

(2) 陸上からの監視 

ア 陸上からの監視 

津波監視場所は、監視者の安全性の確保のうえ、過去の津波記録等を勘案し、津

波の早期発見に適した場所に設定するものとする。海岸近くの低地での監視は行わ

ないものとする。 

イ 津波監視担当者の選任 

地震発生後速やかに津波監視を開始できる者を津波監視担当者として選任するも

のとする。 

ウ 遠方監視設備等の導入 

潮位観測のために職員を海岸近くに配置することは危険であることから、地震発

生直後からの潮位等海面の変化を監視するための遠方監視設備（監視カメラ等）の

導入に努めるものとする。 

 

1.2 画像伝送システムの整備充実 

総合情報ネットワークを通じて、防災ヘリからの災害現場画像情報を迅速に県及び市町村

等で見ることができるシステムを構築している。また、県警ヘリからの映像及び国の河川等

の監視カメラの映像も見ることができるように整備している。 

 

1.3 町防災行政無線の整備 

町防災行政無線の整備について、「共通対策編 第 2 章 第 2 節 2. 2.3  防災行政無

線の整備」によるものとする。 
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1.4 通信訓練、研修会の実施等 

町及び県は、震災時における通信の確保を図るため、平常時より災害対策を重視した無線

設備の総点検を定期的に実施するとともに、非常通信の取扱い、通信機器操作の習熟に向け、

通信訓練や研修会を実施するものとする。 

 

1.5 津波に関する情報の迅速な伝達体制の整備 

津波に関する情報をより早く伝達して、素早く待避・避難できる体制を準備することが人

的被害を防ぐ上で特に重要であり、沿岸地域住民、海浜来場者、船舶関係者等に対する伝達

体制を整えておくものとする。 

(1) 津波に関する情報の伝達の迅速化・確実化 

① 町における情報伝達 

町は、住民等に対し、津波に関する情報の伝達手段として、同報無線の整備を促

進するとともに、全国瞬時警報システム（J-ALERT)、テレビ、ラジオ（コミュニテ

ィ FM放送を含む。）、携帯電話（緊急速報メールを含む。）、サイレン、半鐘等多様な

手段を確保し、迅速な避難行動がとれるよう避難経路、避難場所の周知をしておく

ものとする。 

また、気象庁からの地震・津波情報の迅速かつ確実な受信のため、防災情報処理

システムの適正な管理に努めるとともに、防災情報処理システムと町同報無線の自

動接続設備の適正な維持管理に努めるものとする。 

さらに、多数の人出が予想される海岸及び港湾周辺の水産事業者等への情報伝達

体制を継続する。 

② 防災関係機関における情報伝達 

防災関係機関は、所定の情報の伝達・連絡手段を整備点検し、沿岸市町村や船舶

等への津波に関する情報の伝達の迅速化を図るとともに、夜間、休日における確実

な津波に関する情報の伝達体制を整えておくものとする。 

 

（参考） 津波に関する情報の種類（県防引用） 

宮崎地方気象台（気象庁）が通知する津波に関する情報の種類は次のとおりであ

る。 

① 大津波警報・津波警報・津波注意報・津波予報 

ア 大津波警報→予想される津波の高さが高いところで 3 メートルを超える場合 

イ 津波警報→予想される津波の高さが高いところで 1 メートルを超え、3 メートル

以下の場合 

ウ 津波注意報→予想される津波の高さは高いところで 0.2 メートル以上、1 メート

ル以下の場合であって、津波による災害のおそれがある場合 

エ 津波予報→地震発生後、津波による災害が起こるおそれがない場合 

オ 津波警報等の解除→津波による災害のおそれがなくなったと認められる場合 

② 津波情報 
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ア 津波到達予想時刻・予想される津波の高さに関する情報 

イ 各地の満潮時刻・津波到達予想時刻に関する情報 

ウ 津波観測に関する情報 

エ 沖合の津波観測に関する情報 

オ 津波に関するその他の情報 

③ 地震解説資料 

県内で震度 4以上を観測した場合や津波予報区「宮崎県」に津波警報・注意報を

発表した場合に作成し提供する。 

過去に発生した地震状況、震央分布図、地震活動経過図などの情報。 

 

2. 避難指示等の発令基準 

地域住民に対する避難勧告又は指示の発令基準は、原則として次のとおりとする。 

また、強い地震（震度４以上）のゆれ又は弱い地震でも長い間ゆっくりとした揺れを感じ

た場合には、津波警報や避難指示を待たずに、自主避難を行うようあらかじめ住民に周知す

るものとする。 

 

【2.2.2.2】発令基準 

区  分 発 令 基 準 避 難 対 象 区 域 

避難指示

（緊急） 

大津波警報が発表された場合 

最大クラスの津波により浸水が想

定される区域 

津波警報が発表された場合 

津波注意報が発表され、被害が発生

するおそれがある場合 

 

 

 

 

 

3. 避難収容体制の整備 

3.1 基本方針 

宮崎県地震・津波被害想定調査においては、多数の長期避難者の発生が想定されている。 

このうち、住居等を喪失するなど引き続き救助を必要とする者に対しては、収容保護を目

的とした施設の提供が必要である。このため、避難所としての施設の指定及び整備を積極的

に行っていくものとする。 

 

3.2 津波避難計画等の策定 

(1) 津波避難計画の策定（津波避難計画策定指針） 

町は、津波避難対策推進マニュアル検討会報告書（平成 25 年 3 月）を踏まえ、住民、

自主防災組織、防災関係機関等の多様な主体の参画により、具体的かつ実践的な津波

避難計画の策定等を行う。また、策定した津波避難計画の内容を住民等への周知徹底

を図るものとする。 
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津波避難計画の策定に当っては、下記の事項に留意するものとする。 

① 津波浸水想定の設定 

津波浸水想定は、最大クラスの津波が悪条件下を前提に発生したときの浸水の区

域及び水深を設定するもので、H25.2県設定の「宮崎県津波浸水想定」を参考に設

定するものとする。最大規模の地震・津波における津波浸水想定によると、町の津

波高は１２メートル、最短１６分で津波が到達するとしている。 

 

資料編【2.2.2.3】 宮崎県津波浸水想定_門川町① 

資料編【2.2.2.4】 宮崎県津波浸水想定_門川町② 

 

② 避難対象地域の指定 

津波が発生した場合に被害が予想されるため避難が必要な地域であり、避難勧告

や避難指示を発令する際に避難の対象となる地域で、H25.2「宮崎県津波浸水想定」

に基づき、自主防災組織や町内会の単位あるいは地形等を踏まえて指定する。 

③ 避難困難地域の検討 

予想される津波の到達時間までに避難対象地域の外へ避難することが困難な地域

をいい、抽出に当たっては、地図上で想定するだけではなく、避難訓練等を実施し

て津波到達予想時間内に避難できるか否かを確認した上で、設定する必要がある。 

④ 緊急避難場所等、避難路等の指定 

町は、指定した緊急避難場所等の機能維持・向上に努める。 

なお、避難する場合の方法は、原則として徒歩とするが、地域によっては次のよ

うな事項により避難行動要支援者の円滑な避難が困難となることが考えられるため、

地域の実情に応じた避難方法をあらかじめ検討するものとする。 

ア 徒歩での避難の場合、緊急避難場所や避難目標地点まで避難するには相当な距

離があること。 

イ 自動車等を利用した避難の場合、渋滞や交通事故が発生すること。 

ウ 自動車等を利用した避難の場合、徒歩による避難者の円滑な避難を妨げること。 

⑤ 初動体制（職員の参集等） 

勤務時間外に大津波警報・津波警報や津波注意報が発表された場合、あるいは強

い地震を観測した場合の職員の連絡・参集体制、情報受信・伝達体制等について定

める。 

⑥ 避難誘導等に従事する者の安全の確保 

避難広報や避難誘導等を行う職員、消防団員、民生委員・児童委員などの安全確

保について定める。津波到達予想時間等を考慮した退避ルールを確立し、退避ルー

ルについて地域での相互理解を深め、情報伝達手段の整備などについて定める。 

⑦ 津波情報等の収集・伝達 

気象庁から発表される大津波警報・津波警報、津波注意報や津波情報の受信手段、

受信経路等を定める。また、大津波警報・津波警報、津波注意報が発表された場合、

あるいは強い地震の揺れを感じた場合等には、国、県等による津波観測機器による

観測情報、安全な場所での津波の実況把握等により、津波の状況や被害の様相を把
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握するための手順、体制等を定める。これらの情報等を住民等に迅速かつ正確に伝

達するため、伝達系統及び伝達方法を定めるに当たっては、地域の実情に応じ、各

情報伝達手段の特徴を踏まえ、複数の手段を有機的に組み合わせ、災害に強い総合

的な情報伝達システムを構築する。 

⑧ 避難指示（緊急）等の発令 

報道機関の放送等により大津波警報・津波警報の発表を認知した場合及び法令の

規定により大津波警報・津波警報、津波注意報の通知を受けた場合や強い地震を感

じたとき又は弱い地震であっても長い時間ゆっくりとした揺れを感じた場合などに

おいて、避難指示（緊急）又は避難勧告を発令する基準を定める。避難指示（緊

急）又は避難勧告の発令基準については、「第１編 第 3章 第 9節 避難・収容活

動」によるものとする。 

⑨ 平常時の津波防災教育・啓発 

津波発生時に円滑な避難を実施するために、津波の恐ろしさや海岸付近の地域の

津波の危険性、津波避難計画等について、地域の実情に応じた教育、啓発を継続的

かつ計画的に実施する。また、家庭内で家族の安否確認方法を共有するとともに、

地震発生後、速やかに避難できるように建物の耐震化、家具の耐震固定などの地震

対策について啓発することが重要であり、町は防災ガイドブックとして平成 29年 3

月に配布した。 

⑩ 避難訓練 

津波避難訓練の実施に当たっては、地域の実情に応じた訓練体制、内容等を検討

する。また、町としては、5月第 4日曜日に町一斉避難訓練を計画し参加を呼びか

けているところにある。訓練等は継続的に実施し、津波浸水想定区域や避難路・避

難経路、避難に要する時間等の確認、水門や陸閘等の点検等を行うことは、いざと

いうときの円滑な津波避難に資するだけではなく、防災意識の高揚にもつながるも

のであり、少なくとも毎年１回以上は、津波避難訓練を実施することが大切である。 

さらに、訓練成果や反省点を津波避難計画等に反映させることも重要である。 

⑪ その他の留意点（観光地等の利用者の誘導、避難行動要支援者の避難誘導等） 

観光客等、本町の地理や地形に精通していない利用者が利用する施設の管理者や

事業者等は、自主防災組織等とあらかじめ津波に対する避難誘導についての協議を

行い、情報伝達及び避難誘導に対しての手段を定めておくものとする。また、場所

に応じて案内板等により地形や津波に対する特徴を周知するものとする。 

要配慮者等が利用する施設は、津波に対して安全な場所を確保するものとし、自

主防災組織や地域住民等に避難行動要支援者の避難誘導に対し協力を得るものとす

る。また、避難行動要支援者を適切に誘導し、安否確認を行うために、地域住民、

自主防災組織、民生委員・児童委員等の協力を得ながら平常時より避難行動要支援

者への対応を確認しておく。さらに、情報伝達手段や避難誘導体制の整備等を図る

ものとする。 

3.3 避難場所等の広報と周知 

町は、住民が的確な避難行動をとることができるようにするため、避難場所等や避難経路

等を明示した津波ハザードマップや広報誌・ＰＲ紙を活用して避難に関する広報活動の実施
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を通じて住民等に対する周知を徹底するとともに、定期的に津波ハザードマップなどの見直

しとその充実を図るものとする。 

(1) 避難場所等の広報 

避難場所等の指定を行った町は、広報紙等により地域住民に対し周知徹底を図ると

ともに予想される津波による浸水域や浸水高、避難場所・津波避難ビル等や避難階段

の位置等をまちの至る所に示すことや、蓄光石やライトを活用して夜間でも分かりや

すく誘導できるよう表示するなど、住民が日常の中で、常に津波災害の危険性を認知

し、円滑な避難ができるような取組を行うものとする。なお、浸水高等の「高さ」を

まちの中に示す場合には、数値が海抜なのか、浸水高なのかなどについて、住民等に

分かりやすく示すよう留意すること。 

町は「門川町海抜マップ」や「門川町防災ガイドブック」を活用し、各地区の海抜

及び津波浸水域について周知する。 

(2) 避難のための知識の普及 

町は、住民に対し次の事項の普及に努める。 

ア 平常時における避難のための知識 

イ 避難時における心得（特に、徒歩避難の原則、必要最低限の必需品の避難所へ

の携行） 

ウ 避難収容後の心得 

 

3.4 避難施設の安全性確保と設備の整備 

避難施設の安全性確保と設備の整備について、「共通対策編 第 2 章 第 2 節 7. 7.3 

避難施設の安全性確保と設備の整備」によるものとする。 

 

3.5 応急仮設住宅の供与体制の整備 

応急仮設住宅の供与体制の整備について、「共通対策編 第 2 章 第 2 節 7. 7.4 応急

仮設住宅の供与体制の整備」によるものとする。 

 

3.6 交通対策 

(1) 道路管理者及び県公安委員会の交通対策（県防引用） 

道路管理者は、津波浸水のおそれがある地域において、道路利用者の安全確保及び

地域住民の迅速な避難活動を支援するため、あらかじめ当該地域のおける道路規制の

実施方法や周知方法等について、広域的な整合性に配慮しつつ、関係する道路管理者

及び交通管理者と調整の上、具体的な対応策を定めるものとする。また、当該地域に

おいて道路規制を行う計画を定めた場合は、あらかじめ県民へ周知するものとする。 

なお、県公安委員会は、災害応急対策を的確かつ円滑に実施するための緊急通行車

両等の通行を確保するため、緊急交通路を指定することができるが、この様な広域的

な交通規制を実施するに当たっては、九州管区警察局及び隣接する県公安委員会等と

緊密に連携の上、調整を図り、交通規制の整合性を図るものとする。 
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(2) 宮崎海上保安部及び海事関係者の交通対策（県防引用） 

① 海事関係者は、情報伝達の手段及び船舶等を避難させる場合の迅速かつ適切な避

難方法についてあらかじめ検討しておくなど、自らその避難計画を定めておくも

のとする。 

② 宮崎海上保安部は、海事関係者に対し、日頃から訪船及び海難防止講習会等の場

を通じて津波の危険性、津波来襲時の船舶の避難方法等について指導啓蒙を行う

とともに、港外へ避難する船舶の避難誘導及びその交通整理に当たるものとする。 

(3) ＪＲ九州株式会社の交通対策（県防引用） 

走行路線に津波の来襲により危険度が高いと予想される区間がある場合、運行の停

止や旅客や駅に滞在する者の避難誘導等の必要な安全確保対策について、あらかじめ

講じておくものとする。 

 

4. 要配慮者に係る安全確保体制の整備 

4.1 基本方針 

町の６５歳以上の高齢者人口は５，５３３人（平成 28 年 10 月 1 日住民基本台帳より）。

身体障害者手帳交付数は１,１６３人で、内訳として視覚障害６１人、聴覚障害９５人、言

語障害１０人、肢体不自由５６６人、内部障害４３１人です（平成 28 年度福祉課資料より）。

また、外国人は５５人（平成 27 年国勢調査による）で、内訳として、韓国・朝鮮３人、中

国４１人、フィリピン６人、ベトナム２人、アメリカ１人、その他２人である。 

 近年の災害では、高齢者、障がい者、その他の特に配慮を要する者（以下「要配慮者」と

いう。）の犠牲が多くなっている。このため、町、県及び津波浸水想定区域内にある要配慮

者を入所させる社会福祉施設、学校等の管理者(以下「施設等管理者」という。)等は、津波

災害から要配慮者を守るため、日頃より避難訓練の実施等に取り組むとともに、必要に応じ

高台移転等も含め、安全対策の一層の充実を図り、平常時から地域における要配慮者の安全

確保体制について整備に努めるものとする。 

 

4.2 社会福祉施設等の防災体制の充実 

社会福祉施設等の防災体制の充実について、「共通対策編 第 2 章 第 2 節 11. 11.1 

社会福祉施設、病院等の防災体制の充実」によるものとする。 

 

4.3 避難行動要支援者の救護体制の整備 

避難行動要支援者の救護体制の整備について、「共通対策編 第 2 章 第 2 節 11. 11.2 

避難行動要支援者の救護体制の整備」によるものとする。 

 

4.4 福祉避難所の整備 

福祉避難所の指定について、下記の事項とともに「共通対策編 第 2 章 第 2 節 11.  

11.2  (5)  福祉避難所の指定等」に基づき実施する。 
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(1) 福祉施設の指定 

町は、津波や土砂災害等から安全性が確保されており、施設内がバリアフリー化さ

れている等の要配慮者に配慮された施設を有する者の同意を得て福祉避難所として指

定する。 

(2) 福祉避難所の整備 

町は、要配慮者における良好な生活環境を確保するために、必要な洋式トイレ、車

イス、簡易ベッド等の障がい者及び高齢者に配慮した設備や、ミルク、ほ乳びん等の

乳児備品等、女性や子育てに配慮した設備に努める。 

 

4.5 外国人に対する防災対策の充実 

外国人に対する防災対策の充実について、「共通対策編 第 2 章 第 2 節 11. 11.3 外

国人に対する防災対策の充実」によるものとする 

 

5. 防災訓練計画及び防災知識の普及 

5.1 防災訓練計画 

① 町及び防災関係機関は、関係機関及び地域住民等の自主防災体制との協調体制の

強化を目的として、推進地域に係る南海トラフ地震を想定した防災訓練を実施す

るものとする。 

② ①の防災訓練は、１１月５日の津波防災の日に津波避難訓練を実施するなど、少

なくとも年１回以上実施するよう努めるものとする。 

③ ①の防災訓練は、地震発生から津波来襲までの円滑な津波避難のための災害応急

対策を中心とし、津波警報等が発表された場合の情報伝達に係る防災訓練も実施

する。 

④ 町は、自主防災組織等の参加を得て訓練を行う場合には、県に対し、必要に応じ

て助言と指導を求めるものとする。 

⑤ 町は、県、防災関係機関、自主防災組織等と連携して、次のようなより具体的か

つ実践的な訓練を行うものとする。 

ア 要員参集訓練及び本部運営訓練 

イ 要配慮者、滞留旅客等に対する避難誘導訓練 

ウ 津波警報等の情報収集、伝達訓練 

エ 災害の発生の状況、避難勧告・指示、自主避難による各避難場所等への避難者

の人数等について、迅速かつ的確に都府県及び防災関係機関に伝達する訓練 

 

5.2 防災訓練の実施に当たって配慮すべき事項 

① 津波からの避難について、避難訓練を繰り返し実施することにより、避難行動を

個々人に定着させるよう工夫すること。 

② 津波高や津波到達時間等を想定に盛り込むなどにより、それぞれの地域の状況を

踏まえた実践的な訓練とすること。 
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6. 地震防災上必要な教育及び広報に関する計画 

町は、防災関係機関、地域の自主防災組織、事業所等の自衛消防組織等と協力して、地震

防災上必要な教育及び広報を推進するものとする。 

(1) 職員に対する教育 

地震災害応急対策業務に従事する職員を中心に、地震が発生した場合における地震

災害応急対策の円滑な実施を図るため、必要な防災教育を各課・局、各機関ごとに行

うものする。防災教育の内容は次のとおり。 

① 南海トラフ地震に伴い発生すると予想される地震動及び津波に関する知識 

② 地震・津波に関する一般的な知識 

③ 南海トラフ地震が発生した場合に具体的にとるべき行動に関する知識 

④ 南海トラフ地震が発生した場合に職員等が果たすべき役割 

⑤ 南海トラフ地震防災対策として現在講じられている対策に関する知識 

⑥ 南海トラフ地震対策として今後取り組む必要のある課題 

(2) 地域住民等に対する教育 

町は、関係機関と協力して、ハザードマップの作成・見直し・周知、ワークショッ

プの開催、防災訓練等の機会を通じて、津波からの避難に関する意識の啓発など、地

域住民等に対する教育を実施するものとする。町は平成２０年４月に「津波ハザード

マップ」、２３年１１月に「門川町洪水・内水氾濫ハザードマップ」、「門川町津波ハザ

ードマップ」を、２６年３月に「海抜マップ」、２９年３月に「防災ガイドブック」を

発行しているが暫時見直し改訂を行い適宜発行するものとする。 

防災教育の内容は次のとおりとし、地域の実態に応じて地域単位、職場単位等で行

うものとする。なお、その教育方法として、印刷物、ビデオ等の映像、各種集会の実

施など地域の実情に合わせた、より具体的な手法により、自助努力を促し地域防災力

の向上を図ることにも留意しながら、実践的な教育を行うものとする。 

① 南海トラフ地震に伴い発生すると予想される地震動及び津波に関する知識 

② 地震・津波に関する一般的な知識 

③ 南海トラフ地震が発生した場合における出火防止対策、近隣の人々と協力して行

う救助活動・避難行動、初期消火及び自動車運転の自粛等防災上とるべき行動に

関する知識 

④ 正確な情報入手の方法 

⑤ 防災関係機関が講ずる災害応急対策等の内容 

⑥ 各地域における避難対象地域、急傾斜地崩壊危険箇所等に関する知識 

⑦ 各地域における避難場所及び避難経路に関する知識 

⑧ 避難生活に関する知識 

⑨ 地域住民等自らが実施し得る、最低でも３日間、可能な限り１週間分程度の生活

必需品の備蓄、家具の固定、出火防止等の平素からの対策及び災害発生時におけ

る応急措置の内容や実施方法 

 

 

 



23 

 

(3) 船舶所有者に対する教育 

町は以下を基本として、あらかじめ地域特性に応じた避難ルールについて検討する。 

① 沖合で航行・操業中に大津波警報、津波警報、津波注意報が発表されたら、直ち

に陸から離れた水深の深い安全水域(以下「沖」という。)へ避難すること。ただ

し、沖合であっても、海底地形、港形によって沖への避難が困難な地域では、陸

上への避難を検討する。 

② 沖へ退避した船舶は、大津波警報、津波警報、津波注意報が解除されるまで岸や

港へは近づかないこと。 

③ 港内で作業中に大津波警報、津波警報、津波注意報が発表されたら、直ちに陸上

の避難所及び避難場所へ避難すること。 

 

(4) 住宅の耐震診断と必要な耐震改修の内容 

① 相談窓口の設置 

町及び県は、地震対策の実施上の相談を受けるため必要な窓口を設置するととも

に、その旨周知徹底を図るものとする。 
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第3章 津波からの防護、円滑な避難の確保及び迅速な救助 

第1節 職員の配備体制 

大規模地震・津波により災害が発生し、又は発生するおそれがある場合には、町その他の

防災関係機関は、その機能の全てを挙げて迅速に災害応急対策を推進し、災害の規模に応じ

て必要な職員の配備及び動員を図る。 

 

1. 配備体制 

町は、県内沿岸に津波警報が発令された場合には町津波災害警戒本部を設置する。 

また県内沿岸に大津波警報が発令された場合並びに津波による被害が発生した場合には町

津波災害対策本部を設置する。 
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第2節 津波からの防護 

1. 津波からの防護 

(1) 町又は河川の管理者は、地震が発生した場合は直ちに、水門及び閘門の閉鎖、工事

中の場合は工事の中断等の措置を講ずるものとする。また、内水排除施設等は、施

設の管理上必要な操作を行うための非常用発電装置の整備、点検その他所要の被災

防止措置を講じておくものとする。 

(2) 町又は河川の管理者は、次の計画に基づき、各種整備等を行うものとする。 

① 堤防、水門等の点検方針・計画 

② 堤防、水門等の補強等必要な施設整備等の方針・計画 

③ 水門や陸閘等の閉鎖を迅速・確実に行うための体制、手順及び平常時の管理方法 

④ 津波により孤立が懸念される地域のヘリポート、ヘリコプター臨時発着場等の整

備の方針及び計画 

⑤ 防災行政無線の整備等の方針及び計画 
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第3節 津波に関する迅速な情報の伝達等 

1. 津波に関する情報の伝達等 

津波警報等の津波に関する情報の収集・伝達に係る関係者の連絡体制は以下のとおり。 

 

資料編【2.3.3.1】 津波警報等の連絡体制図 

 

2. 津波に関する情報の地域住民等並びに防災関係機関に対する正確かつ広範な伝達 

2.1 津波予報の発表・解除とその基準 

津波注意報、津波警報、大津波警報（以下「予報」という。）の発表及び解除は、気象業

務法に基づき、気象庁が行い、宮崎地方気象台が関係機関へ通知する。 

(1) 津波予報の種類 

 

【2.3.3.2】 津波予報の種類 

種類 発表基準 津波の高さ予想の区分 

大津波警報 
予想される津波の高さが高いところ

で 3mを超える場合｡ 

10m＜高さ 

5m＜高さ≦10m 

3m＜高さ≦5m 

津波警報 
予想される津波の高さが高いところ

で1m超え､3m以下の場合｡ 
1m＜高さ≦3m 

津波注意報 

予想される津波の高さが高いところ

で0.2m以上､1m以下の場合であって､

津波による災害のおそれがある場合｡ 

0.2m<高さ≦3m 

津波予報 
地震発生後､津波による災害が起こる

おそれがない場合｡ 
― 

津波情報 

津波警報等が発表された場合､津波の

到達予想時刻や予想される津波の高

さなどを発表｡ 

― 

 

2.2 津波予報情報伝達計画 

 迅速かつ的確な津波予報を行うために、宮崎県防災情報端末と連動した固定系防災無線で

津波情報一斉伝達を行う。 

(1) 警報、注意報発令 

① 情報伝達体制 

ア 町職員及び消防団は沿岸地域での海面調査を実施する。 

イ 潮位の変化を認めた場合は、町長の指示により沿岸地域住民に固定系防災無線

で避難の準備又は指示を行う。 

(2) 津波予報区 

津波予報区及び区域は、宮崎県である。 

 

2.3 異常現象発見時における措置 

地震及び津波に関する異常現象を発見した場合は町役場若しくは防災関係機関に通報する。 
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2.4 監視体制 

(1) 監視体制 

津波予報等の発表以前であっても、津波が来襲するおそれがある。次の場合は厳重

な監視体制をとる。 

① 強い地震（震度４程度以上）を感じたとき 

② 弱い地震であっても長い時間ゆっくりとした揺れを感じたとき 

(2) 避難指示前の事前措置 

町は、海岸付近の住民等へ津波予報の発表があった場合、直ちに海岸から退避、安

全な場所に避難するよう周知する。また、可能な限り固定系防災行政無線広報やラジ

オ、テレビの放送を聴取するよう周知徹底しておく。 

(3) 避難指示 

町は、津波予報の発表があった場合、海岸に残留する者、海岸付近の住民等に直ち

に海岸から退避し、高所で堅ろうな施設に避難するように指示する。 
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第4節 避難対策等 

町は、津波避難ビル等を適切に指定するほか、別に定める基準に基づき、耐震診断等を行

い、原則として避難行動要支援者の避難支援のために必要に応じて行う屋内避難に使用する

建物を明示する。 

町は、地震発生時の建築物の倒壊や火災被害等の物的被害、それらに伴う人的被害の発生

が懸念される木造住宅密集市街地において避難場所等を検討する場合は、必要に応じて延焼

被害軽減対策等に取り組むものとする。 

また、災害救助法の適用となる避難対策について、適切な対応を行うものとする。 

 

資料編【2.3.4.1】 津波による避難の勧告又は指示の対象となる地域 

 

(1) 町は、津波による避難の勧告又は指示の対象となる地域ごとに、次の事項について

関係地域住民等にあらかじめ十分周知を図るものとする。 

① 地域の範囲 

② 想定される危険の範囲 

③ 避難場所（屋内、屋外の種別） 

④ 避難場所に至る経路 

⑤ 避難の勧告又は指示の伝達方法 

⑥ 避難所にある設備、物資等及び避難所において行われる救護の措置等 

⑦ その他避難に関する注意事項（集団避難、防火、防犯、持出品、服装等） 

(2) 町が、避難所の開設時における、応急危険度判定を優先的に行う体制、各避難所と

の連絡体制、避難者リストの作成等については、「共通対策編 第 3 章 第 2 節 2. 

町の活動体制の確立」によるものとする。 

(3) 町は、避難所を開設した場合に、当該避難所に必要な設備及び資機材の配備、食料

等生活必需品の調達、確保並びに職員の派遣が行えるよう、あらかじめ計画を作成

しておくものとする。 

(4) 地域の自主防災組織及び施設又は事業所の自衛消防組織は避難の勧告又は指示があ

ったときは、あらかじめ定めた避難計画及び町災害対策本部の指示に従い、住民、

従業員、入場者等の避難誘導のため必要な措置をとるものとする。 

(5) 避難行動要支援者に対しては、避難支援者の避難に要する時間に配慮しつつ、「共

通対策編 第 2 章 第 2 節 11. 11.2 避難行動要支援者の救護体制の整備」によ

り定めた体制で支援を行うものとする。 

(6) 避難所における救護上の留意事項 

① 町が避難所において避難者に対し実施する救護の内容は次のとおり。 

ア 収容施設への収容 

イ 飲料水、主要食糧及び毛布の供給 

ウ その他必要な措置 

 

② 町は救護に必要な物資、資機材の調達及び確保を図るため、次の措置をとるもの

とする。 
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ア 災害発生時における支援活動に関する協定書に基づく、物品などの調達要請 

イ 県に対し都府県及び他の市町村が備蓄している物資等の供給要請 

ウ その他必要な措置 

(7) 町は、居住者等が津波来襲時に的確な避難を行うことができるよう、津波避難に関

する意識啓発のための対策を実施する。 
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第5節 消防機関等の活動 

 

(1) 消防団は、津波からの円滑な避難の確保等のために、次の事項を重点として必要な

措置を講ずるものとする。 

① 津波警報の情報の的確な収集・伝達 

② 津波からの避難誘導 

③ 管轄区と共同して地区別避難計画の作成を行う。 

④ 管轄区と共同して、避難誘導訓練等を行う。 
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第6節 水道、電気、ガス 

1. 水道 

町は、地域住民等の津波からの円滑な避難を確保するため、水道管の破裂等による二次災

害を軽減させるための措置に努める。 

 

2. 電気 

(1) 電力事業者は、津波から円滑な避難を確保するため、津波警報等の伝達や夜間の避

難時の照明の確保等が必要なことから、電力供給のための体制確保等必要な措置を

講ずるとともに、火災等の二次災害の防止に必要な利用者によるブレーカーの開放

等の措置に関する広報を実施するものとする。また、災害応急活動の拠点等に対し

て電力を優先的に供給するために必要な措置を実施するものとする。 

 

3. ガス 

(1) ガス事業者は、津波からの円滑な避難を確保するため、火災等の二次災害防止のた

めの利用者によるガス栓閉止等必要な措置に関する広報を実施するものとする。 

 



32 

 

第7節 交通 

1. 道路 

町、県警察及び道路管理者は、津波襲来のおそれがあるところでの交通規制、避難経路に

ついての交通規制の内容をあらかじめ計画し周知するものとする。 

 

2. 海上 

(1) 海上保安部（海上保安監部）及び港湾管理者は、津波による危険が予想される地域

から安全な海域へ船舶を退避させる等の措置に係る具体的な実施要領を定め、これ

に基づき必要な措置を実施するものとする。 

 

3. 鉄道 

(1) 津波の発生により危険度が高いと予想される区間における運行の停止その他運行上

の措置を行うものとする。 
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第8節 町が管理等を行う施設等に関する対策 

 

1. 不特定かつ多数の者が出入りする施設 

町が管理する施設等の管理上の措置は、おおむね次のとおりである。 

(1) 各施設に共通する事項 

ア 津波警報等の入場者等への伝達 

イ 入場者等の安全確保のための退避等の措置 

ウ 施設の防災点検及び設備、備品等の転倒、落下防止措置 

エ 出火防止措置 

オ 水、食料等の備蓄 

カ 消防用設備の点検、整備 

キ 非常用発電装置の整備、防災行政無線、テレビ、ラジオ、コンピュータなど情

報を入手するための機器の整備 

(2) 個別事項 

ア 病院、療養所、診療所等にあっては、重症患者、新生児等、移動することが不

可能又は困難な者の安全確保のための必要な措置 

イ 学校、研修所等による措置 

(ｱ)  当該学校等が、町の定める津波避難対象地域にあるときは、避難の安全に関

する措置 

(ｲ)  当該学校等に保護を必要とする生徒等がいる場合（特別支援学級等）これら

の者に対する保護の措置 

ウ 社会福祉施設にあっては重度障害者、高齢者等、移動することが不可能又は困

難な者の安全の確保のための必要な措置なお、具体的な措置内容は施設ごとに

別に定める。 

 

2. 災害応急対策の実施上重要な建物に対する措置 

2.1 町における措置 

災害対策本部又はその支部が設置される庁舎等の管理者は、１の(1)に掲げる措置をとるほ

か、次に掲げる措置をとるものとする。 

また、災害対策本部等を町役場本館以外の施設に設置する場合は、その施設の管理者に対

し、同様の措置をとるよう協力を要請するものとする。 

ア 自家発電装置、可搬式発電機等の整備による非常用電源の確保 

イ 無線通信機等通信手段の確保 

ウ 災害対策本部開設に必要な資機材及び緊急車両等の確保 

 

2.2 学校及び社会教育施設における措置 

避難所又は応急救護所が設置される学校、社会教育施設等の管理者は１の(1)又は１の(2)

の掲げる措置をとるとともに、町が行う避難所又は応急教護所の開設に必要な資機材の搬入、

配備に協力するものとする。 
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3. 工事中の建築等に対する措置 

工事中の建築物その他の工作物又は施設については、工事を中断するものとする。 
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第9節 迅速な救助 

 

1. 消防機関等による被災者の救助・救急活動の実施体制 

町は、救助・救急に関する体制の整備及び車両・資機材の確保に努めるものとする。 

 

2. 緊急消防援助隊の人命救助活動等の支援体制の整備 

町は、緊急消防援助隊運用要綱に定める受援計画等による緊急消防援助隊の人命救助活動

等の支援体制の整備を行うよう努める。 

 

3. 実動部隊の救助活動における連携の推進 

町は、自衛隊・警察・消防等実働部隊による迅速な救助のため、被災地への経路の確保を

含む救助活動における連携の推進を図るものとする。 

 

4. 消防団の充実 

町は、消防団に関し、加入促進による人員確保、車両・資機材の充実、教育・訓練の充実

を図るものとする。 

消防団の充実について、「共通対策編 第 2 章 第 3 節 3. 3.3 消防団の育成」及び

「共通対策編 第 2 章 第 2 節 4. 4.2 消防力の充実強化」によるものとする。 
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第10節 帰宅困難者への対応 

 

1. 一斉帰宅の抑止 

町は「むやみに移動を開始しない」という基本原則を広報等で周知するほか、民間事業者

との協力による一斉帰宅の抑制対策を進めるものとする。 

 

2. 一時滞在施設等の確保 

帰宅困難者が発生することが予想される場合は、帰宅困難者に対する一時滞在施設等の確

保対策等の検討を進めるものとする。 
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第4章 関係者との連絡協力の確保 

第1節 資機材、人員等の配備手配 

 

1. 物資等の調達手配 

(1) 地震発生後に行う災害応急対策に必要な資機材（以下「物資等」という。）が確保

できるよう、あらかじめ物資の備蓄・調達計画を作成しておくものとする。 

(2) 町は、県に対して地域住民等に対する応急救護及び地震発生後の被災者救護のため

必要な物資等の供給の要請をすることができる。 

 

2. 人員の要請 

町は、人員の配備状況を県に報告するとともに、人員に不足が生じる場合は、県等に応援

を要請するものとする。 

 

3. 災害応急対策等に必要な資機材及び人員の配置 

(1) 防災関係機関は、地震が発生した場合において、災害応急対策及び施設等の応急復

旧対策を実施するため、あらかじめ必要な資機材の点検、整備、配備等の計画を作

成するものとする。 

(2) 機関ごとの具体的な措置内容は、機関ごとに別に定めるものとする。 
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第2節 広域応援活動 

大規模地震災害時において、災害応急対策を実施するため必要があると認めるときは、県

外も含めた防災関係機関が相互に協力し、防災活動に万全を期す。 

広域応援活動について、次の事項とともに「共通対策編 第 3 章 第 5 節 広域応援活

動」によるものとする。 

 

1. 受入体制の確保 

町は、応援要請と同時に応援部隊の受入体制を整備する。 

 

2. 応援部隊の活動計画 

町は、応援の内容、人員、到着日時、場所、活動日程等を確認し、防災拠点等において、

必要となる資機材、施設等を確保し、円滑かつ効果的な応援活動が実施できる受入体制を整

備する。 

また、要請した応援部隊に対して、どこで、何を、いつまで応援活動を要請するか等、応

援部隊の活動計画を作成する。 

 

3. 食料、飲料水、宿舎等の準備 

応援部隊は食料、飲料水などを持参するのが原則であるが、必要に応じて食料、飲料水、

宿舎、待機場所、駐車場等は、町において準備する。 
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第3節 他機関に対する応援要請 

町が災害応急対策の実施のため必要な協力を得ることに関し、締結している応援協定は次

のとおり。町は必要があるときは、応援を要請するものとする。 

 

資料編【2.4.2.1】門川町災害応援協定一覧 
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第4節 海外からの支援の受入 

町は、大規模地震災害時において、海外から救援物資の提供や救援隊派遣などの支援の申

出があった場合、県及び関係機関と十分連絡調整を図りながら対応する。 

 

1. 海外からの救援活動の受入 

町は、海外からの救援活動等の支援について、以下の情報を収集して県に報告し、受入等

を行う。 

(1) 救援を必要とする場所及びその緊急性 

(2) 現地までの交通手段及び経路の状況 

(3) 現地の宿泊の適否等 

(4) 必要な携帯品等 

(5) その他必要と思われる事項 

 

2. 救援内容の確認 

海外から救援隊派遣や救援物資の提供の申出があった場合、次の事項について確認し、県

と連絡調整を図りながら対応する。 

 

2.1 救援隊の派遣内容 

(1) 協力内容・人数・派遣日程 

(2) 受入方法 

(3) 案内・通訳の必要性 

 

2.2 救援物資の内容 

(1) 品名・数量 

(2) 輸送手段・ルート 

(3) 到着予定 

 

3. 関係機関との協力体制 

海外からの救援隊派遣や救援物資の受入について、警察、消防及び自衛隊並びに航空会社、 

トラック協会等の関係機関と円滑な協力体制を確保する。 


